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仕 様 書 

 

１  件名  

  文京区生活困窮者自立相談支援事業等業務委託 

 

２  委託期間  

  令和７年４月１日から令和８年３月 31 日まで 

 

３  履行場所  

⑴  相談、事務作業及び報告書等提出先（支援員配置先）  

文京区福祉部生活福祉課 [文京区福祉事務所 ]（文京区春日一丁目 16番 21号） 

⑵  セミナー及び体験就労等  

会場については、受託者が確保し（文京区内又は近隣区が望ましい。）、そ

の費用は、本契約に含むものとする。 

  なお、会場の選定に当たり、相談等の個別対応が必要な際は、参加者のプラ

イバシーに配慮したスペースが確保できる施設及び設備（パーティション等）

を有する会場とすること。  

 

４  委託業務内容  

  受託者は、以下の業務を実施すること。  

なお、実施に当たっては、生活困窮者自立支援法（平成 25 年法律第 105 号。

以下「自立支援法」という。）に基づいた運営を行うこと。  

⑴  支援業務 

 ア  自立相談支援事業  

 事業内容は、別添１「自立相談支援事業」のとおり 

  イ  住居確保給付金事業  

事業内容は、別添２「住居確保給付金事業」のとおり 

  ウ  家計改善支援事業 

事業内容は、別添３「家計改善支援事業」のとおり 

  エ  居住支援事業  

    事業内容は、別添４「居住支援事業」のとおり 

⑵  その他の業務 

ア  行政機関や関係機関等からの調査の回答  

イ  Ａ４判周知チラシ（２万部）の原稿作成及び印刷 

ウ  事業執行担当者との打合せ等 
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５  業務の実施時間  

⑴  受託者が業務を行う日は、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）

に規定する休日及び 12 月 29 日から翌年の１月３日までの日を除く月曜日から

金曜日までの週５日とし、時間帯は、午前８時 30 分から午後５時 15 分までと

する。 

⑵  労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 34 条に規定する休憩時間は、原則と

して、正午から午後１時までの１時間とする。  

⑶  事業執行担当者その他関係機関の承諾があれば、⑴以外の日又は時間帯であ

っても業務を行うことができる。  

 

６  受託者の受託体制  

⑴  本事業の実施について、相談者からの意見・苦情等に受託者を代表して対応

するほか、業務全体のマネジメント及び区との連絡調整等を行うための総括責

任者を定め、受託業務開始前に書面により区に通知すること。  

  また、事業執行担当者は、支援員の相談者等への接遇の状況等に不適当と思

われる事由があるときは、総括責任者に対して改善を求めることができる。  

⑵  経費の分担については、以下のとおりとする。 

№  内     容 

 

区  

受

託

者  

１  業務に必要な用紙・封筒類（区指定様式）に係る経費 ○   

２  業務に必要な机・椅子に係る経費 ○   

３  
業務で使う作業用パソコン・プリンター等及びその消耗品に

係る経費 
 ○  

４  データの受け渡し等を行うための管理用パソコンに係る経費  〇   

５  業務における各施設等への移動に係る経費   ○  

６  
支援員配置先での業務に使用する固定電話回線、ＦＡＸ及び

これらの通信に係る経費  
○   

７  
業務で必要に応じて使用する際の携帯電話及びその通信に係

る経費 
 ○  

支援業務に要する受託者の事務費、交通費、求人求職雑誌等の購入・収集

費、連絡調整費、打合せの出席費用その他業務に関連する経費は、本契約に

含む。 

 

７  職員の配置  

  本事業には、主任相談支援員、相談支援員、就労支援員及び家計改善支援員（以

下「相談支援員等」という。）を配置する。また、精神障害者等への相談支援に

際し、精神保健相談員を配置する。なお、年間の相談者数を勘案し、従事者は４
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名程度を想定する。（従事者とは、統括責任者は除き、主任相談支援員、相談支

援員、就労支援員及び家計改善支援員、精神保健相談員を指す。必要に応じて、

兼任可とする。） 

⑴  主任相談支援員  

ア又はイに該当する者で、受託者に所属する常勤職員をもって充てること。 

ア  社会福祉士、精神保健福祉士又は保健師として保健、医療、福祉、就労、

教育等の分野における業務に５年以上従事している者であり、かつ、生活困

窮者への相談支援業務その他相談支援業務に３年以上従事している者  

イ  自立支援法の趣旨・目的を十分理解し、適切な相談支援業務を行っていく

ため、国が実施する養成研修を受講し、修了証を受けた者で、一定の技能レ

ベルを習得している者であり、かつ、生活困窮者への相談支援業務若しくは

社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）に規定する社会福祉事業又は同等の相

談支援業務に５年以上従事した経験を有している者  

⑵  相談支援員 

ア又はイに該当する者で、受託者に所属する常勤職員をもって充てること。 

ア  社会福祉士の資格を有する者であって、相談者の課題を包括的に捉え、生

活相談から就労相談まで個々の相談者のニーズや状況に応じて、マンツーマ

ンで支援を行うことができるもの 

イ  生活困窮者への相談支援業務若しくは社会福祉法に規定する社会福祉事

業又は同等の相談支援業務に１年以上従事した経験を有している者  

⑶  就労支援員 

地方自治体、社会福祉法人又はＮＰＯ法人等で就労支援に関する業務経験を

１年以上有する者で、受託者に所属する常勤職員をもって充てること。  

⑷  精神保健相談員  

   精神保健福祉士の資格を有する者  

 ⑸  家計改善支援員  

アからオまでのいずれかに該当する者で、受託者に所属する常勤職員をもっ

て充てること。 

ア  ファイナンシャルプランナーの資格を有する者  

イ  消費者生活専門相談員、消費生活アドバイザー又は消費生活コンサルタン

トの資格を有する者 

ウ  金融機関に勤務経験を有する者  

エ  社会福祉士の資格を有する者  

オ  自立支援法の趣旨・目的を十分理解し、適切な相談支援業務を行っていく

ため、国が実施する養成研修を受講し修了証を受けた者で、一定の技能レベ

ルを習得しているもの  

 

８  支払方法  

各月の検査合格後、受託者の請求書に基づき支払うものとする。  
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なお、請求書は、９⑴による報告書等の引渡しと同時に、事業執行担当者に提

出すること。 

 

９  報告  

⑴  受託者は、各月ごとに、その月の本業務委託に係る個別支援経過記録及び支

援の実績について、生活困窮者自立相談支援事業等に係る業務報告書を作成し、

翌月の 15 日までに遅滞なく事業執行担当者に提出すること。また、総括責任

者は、事業執行担当者に対し、支援状況について適宜説明し、常に状況を明ら

かにしなければならない。  

  なお、業務報告書の様式は、区が指定する様式（生活困窮者自立支援統計シ

ステムに基づいた様式と区が作成の様式）を使用すること。  

⑵  受託者は、年度末に、この契約の履行に関して完了報告をしなければならな

い。  

なお、完了報告書の様式については、事業執行担当者と受託者の協議の上決

定するものとする。 

 

10 業務の適正な実施に関する事項  

⑴  再委託の禁止 

受託者は、本業務を第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。ただし、

「４  業務委託内容  ⑵  その他の業務 イ  Ａ４判周知チラシ（２万部）の

原稿作成及び印刷」については、この限りでない。  

⑵  個人情報保護 

受託者は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）を遵守

し、漏えい、滅失、改ざん等個人情報に係る事故の未然防止の措置を講じる

こと。 

万が一、事故が生じた場合には、速やかに区に報告すること。  

⑶  守秘義務 

受託者は、業務の実施により知り得た秘密（個人情報を含む。）を契約期間

中、他に漏えいしてはならない。 

なお、この義務は、契約終了後も継続する。  

⑷  金銭受領の禁止  

受託者は、事業の実施に当たり、対象者から利用料等一切の金銭を徴収し

てはならない。 

 

11 事故への対応等  

⑴  受託者は、支援対象者との間に紛争が生じたとき又は事故があったときは、

直ちに警察・消防への通報等適切な処置を行うとともに、事業執行担当者にそ

の詳細を報告すること。  

⑵  受託者は、区に対して、受託した業務の実施に関して真実を報告しなければ
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ならない。また、受託者の虚偽の報告により、区、支援対象者又は第三者に損

害を与えたときは、受託者はその損害を賠償しなければならない。  

 

12 損害賠償について  

  受託者は、従事者等の故意又は重過失により第三者又は区に損害を与えたと

きは、その損害相当額を賠償するものとする。また、区が第三者に損害を賠償

した時には、区の求償に応じるものとする。地震、災害、疫病、その他当事者

の合理的支配を超える不可抗力により業務の全部又は一部が履行不能となった

場合は、事業執行担当者の責任を免除する。  

 

13 個人情報の保護について  

⑴  受託者は、個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人情報については適正

に管理をすること。  

⑵  個人情報の収集については、支援対象者本人から同意の下で聞き取りを行い、

その業務の目的の達成に必要な最小限の範囲内で収集すること。  

⑶  受託者は、本事業において個人情報を取り扱う場合は、以下の規定を遵守す

ること。 

ア  個人情報は本事業の履行場所のみで取り扱うこととし、外部への持ち出し

は禁止する。 

イ  個人情報が記載された紙媒体については、業務使用時以外は施錠できる書

庫等を用意し、保管すること。  

ウ  個人情報が記載された紙媒体については、必要が無くなった場合はシュレ

ッダー等により裁断し、破棄すること。  

エ  個人情報が含まれる電子媒体については、施錠付キャビネット等で施錠保

管すること。 

オ  個人情報を取り扱うパソコンにインターネットを接続することを禁止す

る。  

カ  個人情報が記載された紙媒体及び個人情報が記録された電子媒体につい

て、区から保管・破棄・削除状況等の確認、提出依頼があった場合は、速や

かに対応すること。  

⑷  受託者は、本事業の実施に当たり知り得た個人情報について、区民の権利利

益を侵害することのないように努めなければならない。  

⑸  受託者は、本事業の実施に当たり知り得た個人情報について、契約期間が終

了又は契約が解除されたときは、個人情報を速やかに区に返還するとともに、

電子媒体に記録された個人情報を適切に消去しなければならない。  

 

14 その他  

 ⑴  本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、区契約事務担当と協議の上決定する。 

 ⑵  ⑴に関することを除く、契約履行上の打合せ事項に関しては、事業執行担当
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者と行うこと。 

 ⑶  本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健

康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12年東京都条例第 215号）の外、各

県条例に規定するディーゼル車規制に適合する自動車とすること。なお、適合

の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装

着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又

は提出すること。 

 ⑷  本契約の履行に当たってハイブリッド車等の自動車を使用し、又は使用させ

る場合は、車両接近通報装置を備えた自動車を使用するよう努めること。  

 ⑸  本契約の履行に当たり、文京区情報セキュリティに関する規則（平成 15年６

月文京区規則第 50号）を遵守すること。  

 ⑹  本契約の履行に当たり、文京区公共の場所における喫煙等の禁止に関する条

例（平成 20年９月文京区条例第 45号）を遵守すること。  

 ⑺  本契約の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法

律（平成 25年法律第 65号）を遵守し、また、文京区における障害を理由とする

差別の解消の推進に関する対応要領（平成 28年３月文京区訓令第 13号）の目的

等を顧慮し、障害者に対し、障害を理由とした不当な差別的取扱いをしないこ

と。また、障害者から社会的障壁の除去を求められた際に、その実施に伴う負

担が過重でないときは、合理的な配慮をすること。  

 ⑻  本契約の履行に当たっては、文京区男女平等参画推進条例（平成 25 年９月

文京区条例第 39 号）第７条及び「性自認および性的指向に関する対応指針（令

和３年３月 31 日付 2020 文総総第 1777 号）」を踏まえ、性別（性自認及び性的

指向を含む。）に起因する差別的な取扱いを行わないこと。  

 

15 連絡先  

契約事務担当   総務部契約管財課契約係  

           電話０３（５８０３）１１５０  

事業執行担当者   福祉部生活福祉課自立支援担当  加藤 

           電話０３（５８０３）１９１７  
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別添１ 

自立相談支援事業 

１  事業内容  

  自立相談支援事業（以下「本事業」という。）においては、以下の業務を実施

する。 

⑴  相談支援 

支援対象者に対して広く相談を行うとともに、支援対象者が抱えている課

題を受け止め、その置かれている状況や本人の意思を十分に確認（以下「ア

セスメント」という。）した上で、支援計画（以下「プラン」という。）を策

定する。また、プランに基づく様々な支援の開始後も、それらの効果を適切

に評価し、確認しながら、支援対象者の自立まで寄り添い、包括的・継続的

に支えていく（以下「相談支援」という。）。  

⑵  就労支援 

プランに基づき、就労に関する支援（以下「就労支援」という。）を行う。 

⑶  支援調整会議の実施  

主任相談支援員は、次に掲げる事項を実施するための会議（以下「支援調

整会議」という。）を必要に応じて随時開催する。  

なお、メンバーについては、区職員、相談支援員の他必要に応じて支援に

関わる関係機関相談担当職員とする。 

ア  プランの妥当性についての協議 

イ  プランに基づく支援内容の検証及び評価  

ウ  関係機関及び関係者等の連絡調整 

エ  支援の終了についての検討  

オ  生活困窮者への支援における不足する社会資源について、地域の課 

題としての検討  

⑷  関係機関とのネットワークづくり  

   複合的な問題を抱えている生活困窮者を早期に把握し、適切な支援を行うた

め、支援者間の連携強化のためのネットワークづくりを行う。  

⑸  社会資源の開発  

生活困窮者への支援において不足する社会資源について、地域の課題として

とらえ、社会資源の開発を行う。 

⑹  支援会議への出席  

   ひきこもり等自立支援会議を含む支援会議に出席すること。また、必要に応

じて個別ケース検討会議に参加し、ケースカンファレンスを行う。  

   また、区における重層的支援体制への取組の観点から、社会福祉法第 106

条の６に基づく支援会議についても、必要に応じて参加することとする。  

 ⑺  統計処理・調査への回答  

   「生活困窮者自立支援統計システム」により、対象者からの相談申込・受付、

アセスメント、支援経過、評価等を行い、厚生労働省へ送付する統計データを
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作成する。また、行政機関や関係機関からの調査依頼に対して、回答や資料を

作成する。 

 ⑻  緊急小口資金等特例貸付の借受人へのフォローアップ支援  

   生活福祉資金制度における緊急小口資金等の特例貸付の借受人へのフォロ

ーアップ支援として、必要に応じて文京区社会福祉協議会と連携し、相談者の

アセスメントや東京都社会福祉協議会へ償還猶予及び償還免除申請を行うた

めの意見書等の作成等を行うこと。 

  ※令和５年実績（自立相談支援機関による意見書等の提出）  

   償還猶予申請 15 件  

償還免除申請 ８件 

 

２  事業運営  

本事業の実施に当たっては生活困窮者自立支援法（以下「自立支援法」という。）、

生活困窮者自立相談支援事業等実施要綱、自立相談支援事業実施要領に基づいた

運営を行う。 

 

３  相談支援員等の役割  

⑴  主任相談支援員  

主任相談支援員は、相談業務全般のマネジメントや相談支援員及び就労支援

員の指導・育成、支援が困難な支援対象者への対応、トラブルや苦情発生時に

おける対応など高度な支援及び社会資源の開発等を行う。また、支援調整会議

を招集・主催し、会議録を整理し、保管する。 

⑵  相談支援員 

相談支援員は、支援対象者のアセスメント及びプランの作成を行い、様々な

社会資源を活用しながらプランに基づく包括的な相談支援を実施するととも

に、相談記録の管理や訪問支援などのアウトリーチを行う。 

⑶  就労支援員 

就労支援員は、決定されたプランに基づき、就労支援に関する様々な社会資

源を活用しながら、その状況に応じた能力開発、職業訓練、就労支援、無料職

業紹介等を自ら行うとともに、公共職業安定所等と連携を図りつつ、支援対象

者への就労支援を行う。  

⑷  精神保健相談員 

精神保健相談員は、支援対象者及びその家族へのアウトリーチを含む相談支

援を実施する。 

 

４  相談支援の手順  

  相談支援は、以下の手順で実施する。  

⑴  生活困窮者の把握・相談受付  

相談支援員は、相談者の来所による相談を受け付ける。また、生活困窮者の
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中には、自ら相談に訪れることが困難な者もいることが想定されることから、

待ちの姿勢ではなく、訪問支援等のアウトリーチを含めた対応を図る。この場

合、まずは、地域や関係機関のネットワーク強化による把握に努め、加えて、

必要に応じて訪問や声掛けなどを行う。  

⑵  利用申込及び本人同意  

相談支援員は、相談を受け付ける際に相談者から利用申込みを受けるとと

もに、相談者の個人情報については、必要に応じて関係機関と情報共有する

ことの同意を得る。  

⑶  情報提供及びつなぎ  

相談支援員は、相談受付時に、相談者の主訴を丁寧に聞き取った上で、必

要に応じ、他制度や他機関へつなぐ。 

⑷  アセスメント 

相談支援員は、相談者から本事業の利用申込みを受けて、その同意を得る

とともに、丁寧なアセスメントを行う。  

⑸  スクリーニング 

ア  相談支援員は、アセスメントにより、相談者に関する様々な情報を把握・

分析した後、プランの策定等の支援を行うか、又は他制度や他機関へつなぐ

ことが適当かを判断（以下「スクリーニング」という。）する。  

なお、生活保護が必要と考える場合は、確実に福祉事務所につなげるもの

とする。 

イ  相談支援員は、他制度や他機関へのつなぎが適当と判断された者には、相

談者の状況に応じて適切に他の相談窓口等へつなぐとともに、必要に応じて、

つなぎ先の機関へ相談者の状況について確認するなど、適宜フォローアップ

に努めるものとする。  

⑹  プランの作成 

ア  相談支援員は、スクリーニングの結果、本事業による継続的な支援が妥当

と判断された者については、相談者へのアセスメント結果を踏まえ、相談者

の自立を促進するための支援方針、支援内容、相談者の達成目標等を盛り込

んだプランを作成する。  

  また、区における重層的支援体制への取組の観点から、支援関係機関間の

円滑な連携体制のもと複雑化・複合化した支援ニーズを有する者やその世帯

への支援が必要な場合には、世帯の情報や支援関係機関の役割分担、支援の

目標・方向性等を整理したプランを作成する。 

イ  相談支援員は、プランの作成に当たっては、相談者とともに課題の整理や

目標の設定を行い、解決策の方向性を共有するものとする。また、必要に応

じて主任相談員の助言や指導を受けたり、検討会議を実施するものとする。 

ウ  相談支援員は、プラン策定前においても、必要に応じて、住居確保給付金

や居住支援事業等の緊急的な支援や、就労支援員による就労支援その他の地

域における様々な社会資源を活用した各種支援を提供するものとする。  
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エ  プランの内容は、下記項目のような相談者の自立を促進するために必要と

考えられる支援を盛り込むものとし、相談支援員は、本人の同意を得た上で

作成したプランを支援調整会議にかける。  

(ｱ) 就労支援員による就労支援（履歴書の書き方や面接の受け方指導、ハ

ローワークへの同行などの支援等）  

(ｲ) 区が実施する住居確保給付金事業 

(ｳ) 家計改善支援事業  

(ｴ) 居住支援事業 

(ｵ) 子どもの学習・生活支援事業  

(ｶ) 社会福祉協議会が実施する生活福祉資金貸付事業 

(ｷ) 社会福祉協議会が実施する受験生チャレンジ支援貸付事業  

(ｸ) 公共職業安定所が実施する生活保護受給者等就労自立促進支援事業 

(ｹ) 上記のほか、様々な公的事業による支援  

  オ  主任相談支援員は、支援調整会議を開催し、プランを検討する。 

       支援調整会議は、プランの内容が適切なものであるか確認を行うとともに

プランに基づく支援に当たって、関係機関との役割等について調整を行う。 

  カ  主任相談支援員は、支援調整会議により承認された当該プランを事業執行

担当者に提出するものとする。 

⑺  具体的な支援の提供  

相談支援員等は、事業執行担当者により決定されたプランに基づき、具体的

な支援サービスの提供等を行う。  

⑻  支援の実施・モニタリング・評価・再プラン策定・終結  

  ア  相談支援員等は、プランに基づき、自ら支援を実施するほか、他の関係機

関等から適切な支援を受けられるよう支援対象者との関係形成をサポート

する。 

  イ  相談支援員は、プランに基づく支援が始まった後も、関係機関との連携・

調整はもとより、必要に応じて、支援対象者の状態等を把握する。  

  ウ  相談支援員は、以下の状況を整理し、対象者の状況に応じて、プランにつ

いての定期的な評価を支援調整会議において行う。  

(ｱ) 目標の達成状況  

(ｲ) 現在の状況と残された課題  

(ｳ) プランの終結・継続に関する支援対象者の希望・支援を実施している

者の意見等 

  エ  相談支援員は、支援調整会議においての評価の結果、支援の終結と判断さ

れた場合は、他機関へのつなぎなどの必要性を検討し、必要に応じてフォ

ローアップを行う。  

  オ  相談支援員は、評価の結果、プランを見直して、支援を継続する必要があ

ると判断された場合は、改めてアセスメントの上、再度プランを作成する。 
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５  就労支援の手順  

  支援対象者に対する就労支援は、以下の手順で実施する。  

  ⑴  アセスメントへの関与  

就労支援員は、就労を希望する支援対象者に対して、アセスメントの段階

から関与する。アセスメントとしては、現在の生活状況や生活困窮となった

原因等をはじめ、就労意欲の確認、就職活動に向けての悩みや阻害要因の聞

き取り、自己理解への支援（キャリアカウンセリング）及び職業理解の支援

（労働市場や職業情報の提供）を行う。  

⑵  プランの作成への関与  

アセスメントに基づき、就労に関しどのような支援を受けることが適切であ

るかについて、相談支援員と協働でプランを作成する。 

⑶  支援の実施 

区により決定されたプランに基づき、以下の支援を実施する。  

ア  履歴書作成の指導や面接対策  

イ  就労準備支援事業の利用の調整  

ウ  就労訓練事業の調整  

エ  就労後の定着支援  

オ  その他就労に必要な支援  

 

６  支援対象者予定数  

 ⑴  新規相談受付人数   300 人／年 

 ⑵  プラン作成件数    120 件／年 
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別添２ 

住居確保給付金事業  

１  事業内容  

住居確保給付金事業（以下「本事業」という。）においては、以下の支援を実

施する。 

⑴  住居確保給付金の申請支援  

住居確保給付金の申請に関すること。 

⑵  常用就職に向けての支援  

常用就職のための支援を行う。  

 

２  事業運営  

本事業の実施に当たっては、生活困窮者自立支援法施行規則及び文京区住居

確保給付金事業実施要領に基づいた運営を行う。  

 

３  住居確保給付金事業の手順  

支援対象者に対する住居確保給付金支援は、以下の手順で実施する。  

⑴  住居確保給付金の申請支援 

  ア  相談支援員は、相談者に対して、住居確保給付金事業の趣旨、概要等を説

明するとともに、雇用施策や社会福祉協議会による貸付事業等の関係事業の

概要を説明する。  

    必要に応じて、雇用施策の詳細等について公共職業安定所等での相談を助

言する。相談者に対して、支給対象者の要件・手続の流れ等を説明する。  

  イ  相談支援員は、支給対象者の要件を確認し、住居確保給付金の支給要件に

該当している場合に、住居確保給付金の申請に必要な証明書等の添付書類の

説明や記入についての支援を行う。  

⑵  常用就職に向けての支援  

  ア  就労支援員は、毎月住居確保給付金支給対象者に対して、常用就職に向け

ての面接等の支援を行う。  

  イ  就労支援員は、ハローワーク等の関係機関と、住居確保給付金支給対象者

の就労支援について、必要な連絡調整を行う。  

⑶  支給要件の確認  

   就労支援員は、支給対象者が文京区住居確保実施要領第２条に規定している

各要件に該当しているかの確認を行う。 

⑷  居住実態の確認  

   就労支援員は、必要に応じて、住居確保給付金支給対象者の住宅を訪問し、

居住の実態を確認する。  

⑸  日常・社会生活支援  

   支給対象者のうち、通常の就労支援では直ちに就労に結び付きにくい者に対

し、生活のリズムづくりやコミュニケーション能力の向上に役立つ基礎能力
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の習得支援を行う。具体的な支援内容については、事業執行担当者と協議の

上事業執行担当者が定める。 

 

４  支援対象者予定数  

  新規相談受付人数   100 人／年  
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別添 3 

家計改善支援事業 

１  事業内容  

家計改善支援事業（以下「本事業」という。）においては、支援対象者の状況

に応じて、以下の支援を実施する。  

⑴  家計収入に関する支援  

公的給付の利用支援や過払い債務の返還請求に係る支援等家計収入に関す

る支援を行う。 

⑵  支出の適正化の支援  

家計表の作成等による支出の適正化に係る支援を行う。 

 

２  事業運営  

本事業の実施に当たっては生活困窮者自立支援法（以下「自立支援法」という。）、

生活困窮者自立相談支援事業等実施要綱及び家計改善支援事業実施要領に基づ

いた運営を行う。 

 

３  家計改善支援員の配置  

本事業においては、家計改善支援を行うため、支援対象者の家計支援に関する

業務を担当する。 

 

４  家計改善支援の手順  

支援対象者に対する家計改善支援員の家計改善支援は、以下の手順で実施す

る。  

⑴  アセスメントへの関与  

家計改善支援員は、家計改善支援を希望する支援対象者に対して、アセスメ

ントの段階から関与する。アセスメントとしては、現在の生活状況や家計が崩

れた原因等をはじめ、家計の状況の聞き取りをする。  

⑵  プランの作成への関与  

アセスメントに基づき、家計再生に向けて、どのような支援が適切であるか

について、自立相談支援機関の相談支援員と協働でプランを作成する。  

⑶  家計支援計画の作成  

家計改善支援員は、支援対象者に対する家計支援計画を作成する。家計支援

計画には、支援対象者の当面及び最終の目標、家計収支の改善や家計管理能力

の向上等を図るための具体的な支援策等を記載する。  

なお、家計支援計画の作成に当たっては、事業執行担当者により決定された

プランに沿って行うものとする。  

⑷  支援の実施 

家計支援計画に基づき、以下の支援を実施する。  

ア  家計支出の改善指導を行う。  
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イ  家計管理の継続的な指導を行う。 

ウ  必要に応じ、債務整理等を実施する機関への同行   

エ  必要に応じ、社会保障制度や公租公課に関する給付・減免等窓口への同行  

オ  必要に応じ、貸付機関への同行 

カ  定期的な生活状況や家計管理の状況の確認  

キ  その他家計相談に必要な支援  

⑸  家計支援計画の見直し  

家計改善支援員は、支援対象者の状況に応じて、定期的に生活状況や家計管

理の状況を把握し、必要に応じて家計支援計画の見直しを行う。  

⑹  支援の終了 

家計改善支援の終了については、以下の点について評価の上、個別に判断す

る。  

ア  支援対象者の家計状況が改善し、自立した生活が見込まれること。  

イ  支援対象者が家計管理の重要性を認識していること。  

ウ  支援対象者が収入に応じた家計の範囲を理解し、支出品目の優先順位を付

けることができていること。  

エ  支援対象者が今後２年から３年程度の家計の見通しを持つことができて

いること。 

 

５  支援対象者予定数  

 新規相談受付人数  35 人／年 
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別添 4 

居住支援事業 

１  事業内容  

居住支援事業（以下「本事業」という。）においては、住居を持たない生活困

窮者に対し、安全な居場所を確保し、自立に向けた新たな住居探しの契機とする

こと及び自立に関する相談支援を行う。  

支援員は、対象者からの相談に応じ、対象者の抱える複合的な課題に寄り添い、

健康保持、就労、社会参加、居宅生活支援等、対象者の自立を目指した助言又は

援助を行う。 

 

２  事業運営  

本事業の実施に当たっては生活困窮者自立支援法、生活困窮者自立相談支援事

業等実施要綱、及び一時生活支援事業実施要領に基づいた運営を行う。  

 

３  相談支援員等の配置  

本事業においては、居住支援を行う職員を配置し、自立支援センターとの連携

業務を担当する。 

 

４  居住支援の手順  

⑴  居住支援事業を利用しようとする者は、文京区福祉事務所長に事業利用申込

みをしなければならない。  

事業利用申込みを受けた文京区福祉事務所長は、緊急一時保護事業によるア

セスメント結果等に基づき当該利用申込者の状況を調査し、利用を承諾するも

のとする。 

⑵  住居を持たない生活困窮者が自立支援センターへ入所するまでの間、入寮可

能な施設を確保すること。  

 

５  支援対象者予定数  

  新規相談受付件数   40 件／年 


